
「海老名市成年後見制度利用促進基本計画」に係るパブリックコメント及び関係機関への意見聴取の結果

◇意見募集期間 令和３年１２月１日（水）～ 令和４年１月４日（火）

◇提出件数   パブリックコメント １件（持参 １件）

        関係機関からの意見 ６件               計７件

◇結果

意見内容 市の考え方

1 市民（上郷）

成年後見制度利用支援事業拡大利用に関する提案

（中略）

～生活力に乏しい障がい者、一人暮らし高齢者向けにその利用拡大を提案します～

老人福祉法３２条によって、市町村⾧は、「精神上の障がいにより、事理を弁識する能力を欠く常況にある者」につ

いて、家裁に対し後見裁判の請求をすることができるとされています。

（中略）

海老名市においては市⾧申立については、既に制度及びその助成がなされております。しかしながら、その枠に限る

との見地から真に必要な者が広く活用できているとは到底思えない数字（令和２年３件（第８期えびな高齢者プラン

２１））で御座います。

ご本人、親族等の申立についても対象として頂けるものであり、また、海老名市が行っています市民後見人制度活用

を活性化することや、専門職にお願いすることで真に必要と思われる方々への明るい将来への希望が生まれ、誰でも

が何時でも弱者になれ得る市特有の施策になるのではないかと考えます。

（中略）

一市民として、介護保険法と同様な考え、つまり、国民皆保険制度の根幹である、「国民一人ひとりが弱者を支えあ

う」を取り入れ、その費用負担の財源の一部として、市民一律１か月５０円程の税負担増を提案したいと考えます。

そのことで、市在住の約３００人近くの弱者が対象となれるものと考えます。加え、これに関わる国、市の助成を充

当させれば諸経費を見込んだとしても、なお、支援を受けられる方々の増加は確実と考えられるからです。

御指摘のとおり、海老名市では、市⾧申立かつ一定の要件を

満たすケースで、後見人等の報酬の助成を行っております。

報酬の助成については、市⾧申立に限らず親族等の申立につ

いても対象とし得ることから、本計画において助成対象の拡

大を図ってまいります。

また、市民後見人の育成及び活用についても、本計画で取組

む内容となっており、期間中に市民後見人養成講座を実施

し、市民後見人の更なる活用を図ってまいります。

なお、ご提案いただきました「市民一律１か月５０円の税負

担増」については、現在のところ実施の予定はなく、御意見

として賜ります。

2 高齢者関係機関
成年後見制度は手続きがややこしく、お金の問題を抱えている人が多い。

手続きと費用の双方を支援する仕組みがあると助かる。

中核機関となるえびな成年後見・総合相談センターにて、申

立支援を受け付けております。また、海老名市の報酬助成制

度については本計画の施策３に位置付けており、対象者の拡

充に向けて見直しを行っています。



3 高齢者関係機関

・現在海老名市の報酬助成制度は市⾧申立に限定されているが、誰が申し立てたかに拘らず経済困窮の状態にある利

用者を対象とすべきである。

・高齢化率の上昇に伴い、意思決定能力に欠ける状態かつ親族がいない方も増加が見込まれるため、市⾧申立の拡充

が必要。

・海老名市の報酬助成制度について、本計画の施策３に位置

付けて取組みを進めてまいります。また、現在は市⾧申立に

限定している要件を申立者に拘らず助成できるように、内容

の見直しを行っています。

・市⾧申立については、高齢者及び障がい者共に関係法令に

則り申立を行っているところです。市独自で要件を拡充する

ことはできませんが、個々の事例に合わせて判断しながら運

用を行っていきます。

4 高齢者関係機関

保佐、補助での成年後見制度の利用を勧める際に、後見人への報酬と代理権の付与が課題になる。

・報酬助成について、制度の拡充と申立費用助成の具体的な内容を提示してほしい。

・代理権の付与（のための家裁の調査に本人が対応できない場合等）について、包括などの支援員がどう関わればよ

いのか、研修などを実施してほしい。

・海老名市の報酬助成制度について、本計画の施策３に位置

付けて取組みを進めてまいります。また、現在は市⾧申立に

限定している要件を申立者に拘らず助成できるように、内容

の見直しを行っています。具体的な内容については公表でき

る段階になり次第お伝えします。

・家裁の調査に対しての関わり方については、今後センター

の情報共有会議等で関係機関の皆様にお伝えすることを検討

してまいります。

5 障がい者関係機関
成年後見への取組を行うことが大切。

海老名市障がい者福祉計画の状況と照らし合わせて行うことが重要。

取組を評価して頂き、ありがとうございます。

他計画とも連携して計画を実行してまいります。

6 障がい者関係機関

成年後見制度について（要旨のみ）

・一度使うと一生使うことになるのは覚悟がいる。

・費用負担が大きい。

・後見人とのマッチングが不安。

（親族から専門職への引継ぎ、希望に沿わない選任、障がいに理解のない後見人などへの不安）

・制度自体が高齢者を想定しているように思う。親より⾧生きする障がい者には使いづらい点が多い。   など

制度利用を促進するためには、利用者が不安や不足を感じている点が改善される必要がある。高齢者とは違う障がい

者ならではの状況を念頭に計画を作成していただきたい。

費用負担の面については、個々のケースの後見人等への報酬

は家庭裁判所が決定するところですが、海老名市では、費用

負担が困難な方のために報酬助成制度を設けています。

また、現在は市⾧申立に限定している要件を申立者に拘らず

助成できるように、内容の見直しを行っています。

制度そのものへの御意見やマッチングについての御要望や御

不安は、御意見として賜ります。今後、海老名市としてさま

ざまな取組で皆様の支援が可能となるよう努めてまいりま

す。

7 障がい者関係機関
利用助成制度は今後どうなるのか。例えば、障がい者で２０代で被後見人になった人が経済的に厳しい状況にある場

合、生涯にわたって利用助成で面倒みてもらえるのか。

あくまで海老名市の予算及び要綱に基づく助成制度なので、

生涯にわたるお約束はできませんが、助成制度が存続し、被

後見人が制度の対象となる限りは助成を受けることができま

す。


